
　身近な地域の会館などに、町の保健師・管理栄養士等が伺い、
簡易な尿検査、血圧測定、健康相談、栄養相談などを行います。
　また、地域の皆さんの声を聞きながら地域ごとの健康づくり講
座なども企画していきます。

町保健師・管理栄養士である

私たちが伺います！

○健康について気になること
○血圧測定・簡易尿検査
○健診結果の相談・見方
○くすりについて

○町の健診・がん検診の案内
○食事や栄養の相談
○口の中の健康
○医療機関のかかり方

　

現
在
、
火
曜
日
・
木
曜
日
に
窓
口

業
務
の
延
長
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

３
月
末
か
ら
４
月
初
旬
の
次
の
土
曜

日
・
日
曜
日
に
は
、
臨
時
窓
口
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
利
用
で
き
る
日
時

　

３
月
26
日
（
土
）・
３
月
27
日
（
日
）

　

４
月
２
日
（
土
）・
４
月
３
日
（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
取
扱
窓
口

　

役
場
本
庁
舎
１
階

　

町
民
課
・
保
険
福
祉
課
・
会
計
課

▼
取
扱
業
務　

下
表
の
と
お
り
。

　

た
だ
し
、
他
の
関
係
機
関
へ
照
会

を
要
す
る
も
の
な
ど
、
内
容
に
よ
っ

て
は
手
続
き
が
完
了
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
不
明
な
点
な
ど

は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

町
税
等
を
納
付
に
来
庁
さ
れ
る
時

は
、
必
ず
納
付
書
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

　
　

国
税
（
所
得
税
等
）
県
税
（
自

動
車
税
）
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

※

国
府
支
所
の
土
曜
日
の
窓
口
業
務

は
、
３
月
26
日
（
土
）
及
び
４
月
２

日
（
土
）
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
、

住
民
票
・
印
鑑
証
明
書
の
発
行
の
み

を
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課　
　
　

☎
内
線
２
７
１

　

保
険
福
祉
課　

☎
内
線
２
７
４

　

会
計
課　
　
　

☎
内
線
２
７
７

土
曜
日
・
日
曜
日
に

　
　
　
　

窓
口
を
利
用
で
き
ま
す

３
月
末
・
４
月
初
旬

証明書等
交付

申請・
届出など

税金など
の納付

町民課

保険福祉課

会計課

町内 24地区全ての会場が、
みなさんにとって、

ほっとできる心のオアシスに
なってほしいとの願いから・・

「おあしす24」って
どんな意味？

「おあしす24」って
どんな意味？

　４月から町の保健師等が町内各地区を回り、あなたの健康相談を行います。
　なお、日程や場所などの詳細は決まり次第、地区の回覧や広報おおいそ、
町ホームページでお知らせします。

確定
申告

町・県

民税

　

町
で
は
、Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
向
け
、
環

境
性
能
に
優
れ
た
電
気
自
動
車
の
普

及
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
電

気
自
動
車
の
軽
自
動
車
税
の
減
免
措

置
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
減
免
対
象

　

軽
自
動
車
税
の
対
象
の
う
ち
、
電

気
を
動
力
源
と
す
る
も
の
。

▼
減
免
期
間

　

平
成
23
年
度
か
ら
３
年

▼
減
免
額

　

軽
自
動
車
税
の
全
額

▼
減
免
手
続
き

　

所
定
の
申
請
書
、
車
検
証
の
写
し
、

納
付
書
を
納
付
期
限
の
１
週
間
前
ま

で
に
町
役
場
税
務
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※

申
請
書
は
、
税
務
課
に
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。

※

軽
自
動
車
税
（
バ
イ
ク
や
軽
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
方
に
か
か
る

税
金
）
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
、
５
月
上
旬
に

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

電
気
自
動
車
の
軽
自
動
車
税
を
減
免

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

　

☎
内
線
２
５
３
・
２
５
４

バイクや軽自動車の廃車等
　　の手続きはお済みですか？
　バイクや軽自動車の廃車等の手続きはお済みですか？
既にバイク等を所有していない場合は、廃車や名義変更等
の手続きを３月末日までに行わないと、引き続き所有して
いることになり課税されます。
　なお、原動機付自転車 (125cc 以下 ) の手続きは町役場
で行えますが、その他の軽自動車等は次の場所で手続きを
行ってください。

▼三輪・四輪 (660cc 以下 )
　軽自動車検査協会　☎(54)8825

▼二輪 (125cc を超えるもの )
　湘南自動車検査登録事務所　☎050(5540)2038

◇原動機付自転車（125cc 以下）等の廃車手続き

○盗難にあったとき
・「紛失してしまったとき」と同じ
・警察に届出をした受理番号、届
出日、届出警察署名

※標識（ナンバープレート）紛失の場合は、弁償金として
200 円いただきます。

◎問い合わせ　税務課　☎内線２５３・２５４

　

確
定
申
告
と
町
・
県
民
税
の
申
告

期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

申
告
を
済
ま
さ
れ
て
い
な
い
方
は

お
早
め
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

確
定
申
告
は
税
務
署
の
会
場
で
受
け

付
け
ま
す
が
、
簡
易
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
別
表
（
申
告
会
場
の
案
内
）
の
と

お
り
役
場
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の
申
告
は

月
　
日
（
火
）
ま
で
！

3

15

町県民税申告、簡易な確定申告

すべての確定申告

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

☎
内
線
２
５
３
・
２
５
４

※所得税の住宅借入金等特別控除・各種
譲渡所得・繰越損失・青色申告等の方
はラスカ会場で申告してください。

※相続等に係る「生命保険契約等に基づく
年金（所得税）」の手続き等については、
税務署へ電話で確認をお願いします。

平塚駅ビル６階ラスカホール
役場４階　第１会議室※ラスカホールでの受付期間中、税

務署内での受付は行いません。

３月 24日 ( 木 ) まで
（土・日・祝日を除く） ３月 15日 ( 火 ) まで

（土・日を除く）※所得税の申告・納付期限は３月
15日（火）です。

・申告書作成のアドバイス
　午前９時～午後５時
　
・申告書等の配布・収受
　午前８時 30分～午後５時

・申告書作成のアドバイス
・申告書の提出のみ ( 相談・確認
不要の方 )
　午前９時～ 11時 45分　
　午後１時～４時

税務署が開設する申告会場 町が開設する申告会場

申
告
内
容

場 

所

申
告
期
間

時 

間

申告会場の案内

◎問い合わせ　スポーツ健康課　☎内線３０９

○住民票の写し、印鑑証明書
○戸籍謄（抄）本の写し
○住民異動届（転入、転出、転居など）、
　印鑑登録、戸籍届（受領のみの場合あり）

○国民健康保険業務

○住民税、固定資産税、軽自動車税、
　 国民健康保険税などの納付

取　扱　業　務 取扱窓口

おおあしす24あしす24
健康おおいそ

４月から
あなたの健康をサポートします

・所有者の印鑑
・交付を受けた標識
　（ナンバープレート）
・標識交付証明書

・所有者の印鑑
・標識交付証明書

○使用しなくなったとき
○町外に転出するとき
○他者に譲るとき

○紛失してしまったとき

おあしす 24おあしす 24
あなたの健康をサポートします

４月から健康おおいぞ

広報おおいそ　平成23年3月3


